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地域住民主体の公共事業見直しと地域づくり

一徳島県木頭村の細川!内ダム反対運動に着目してー

淀野順子

1.はじめに

1.1.公共事業の見直しに関する議論

近年，財政危機への不安や自然環境破壊への危憐を根拠として，社会的必要性のない「ムダな公

共事業jを見直そうとする動きが高まっている。公共事業の見直しについて五十嵐らは，政官財に

よる癒着構造，とりわけ強大な権力を持つ官僚支配というシステムを問題として，このシステムを

改革し民主的な社会を実現するために，主に法律面からのシステム改善を検討している(五十嵐・

小JlI，1997)。また経済学の分野では評領手法の洗練について，社会学の分野では，環境影響評価手

法の洗練や，環境に影響をおよぽす事業・政策の適正なコントロールを尽的とした政策論や，市民

の環境運動における戦略についての議論が行われている。

このような議論が行われてきた背祭の一つには，公共事業に塗る過程に，住民・市民が社会的必

要性を判断・評価したり，意見 反映させる機会が設定されていないことがあった。そのた

め，公共事業の見直しをめぐる議論は，財政危機への不安や，自然環境破壊への危供を根拠として，

システム改善を法律函から検討したり，計画を見複す際の評価手法を経済面・社会商から洗練する

ことで，未来志向的な解決のため，官僚以外の者のチェック機能が働くような評倣システムの確立

を目指し，行政機構改革議論と関連した議論を行ってきたと替えるだろう。

こうした背禁のもと，公共事業の一つである河川事業に関しては， 1997年に河J11法が改正され，

住民の意見の反映がシステムとして認められた。そのため，河川にまつわる様々な場前において試

行錯誤が行われ，地域住民や市民の意見が反映された結果として，事業見直しが行われる事例が増

えている。しかし，計画から事業終了までに長い年月を必要とするダムなどの大裂の海川事業にお

いては，未だに事業克直しが盛んで、あるとは言い難い。

1.2.地域住民の位置づけ

公共事業の社会的必要性そのものが疑問視される今日の状況下においては，これまでのような「行

政vs地元住民」ではなく， f1T政・地元住民vs一般世論・周辺住民」という新たな対立図式が形成

されつつあり，地元住民が事業推進側に位置するとして捉えられるケースが増えている。そのため，

大型公共事業であるダム建設計聞においては，事業の予定対象地域住民が事業推進側に位置し，見
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直しを困難にしている事例が多いと指摘する議論が多い。これは，計画によって長期にわたって生

活に直接的な影響を受ける対象地域の住民にとって，事業の中止は生活設計を揺るがす死活陪題と

なりかねず f退くに退けないJ状況が既成事実としてあるためだとされている。

浜本 (2001)は，公共事業見直しに関する議論に対し，計爾発表後既に数十年が絞過している事

業においては，未来志向的な機構改革論だけでは対応、できない，現実的な問題が穣み君主なっている

ことが多いと述べた。そして，現実を無視した見直し議論は社会的必要性のない公共事業を止める

有効な打開策とはならないため，事業が中止となったときに残存する諸問題への対応を，見複し議

論そのものに含めることが重要で、あると指摘した。その上で，地元住民は「本来は事業の犠牲者で

はないかJという視点、から，ダム建設計画見直しと立ち退き移転者の精神的被害を分析し，ダム建

設事業の予定対象地域住民が事業推進側に位置し，見直しを鼠難にする事例があるのは，立ち退き

移転者の精神薗の被害が甚大であることが理由であるとしている。さらに，立ち退き移転者が計画

継続を望む論理は，重層的な被害経験を経た後の自己存夜を脅定化しようとする作用の結果である

ことも指摘している。そしてこれらを踏まえ，立ち退き移転考に対する移転時・移転後の生活再建

措置の充実や，事業見直しになった時に関係住民が放援されることがないようにするための議論と

制度作りが必要で、あるとした。

しかし浜本の捉える住民は，振り回され被害を受ける犠牲者・客体としての一面的な住民像なの

ではないだろうか。そもそも，事業を見直し，時には中止するということを，住民自身が主体的に

決定できるようにするため，住民が事業を見直せるようにするシステムの改善が，行政機構改革の

議論を含む公共事業見直しの議論で問題にされてきたと考える。そのため，公共事業見直しの議論

は，地域住民が主体となって挙業を見百ませるかどうかを重要な視点として展開されるべきであろう。

1.3.課題と方法

本稿で毒事例として取り上げる徳島県木頭村は，夕、ムが計調きれながらも，村民が約 30年にわたる

ダム建設反対運動を行い，その結果， Iどんなに反対しても大型公共事業は止まらないjという一般

的な公共事業・地域開発事業に対する常識を覆した事例として有名である。つまり，浜本が指摘す

るような精神的被害の一部を地域住民が受けながらも，住民が主体となって事業見直しを求め，実

際に見直しにヨきった事例である。

これまで，住民運動がダム中止にインパクトを与えるまでの過程を資源動員論から分析した研究

はあった。しかし，資源動員論では，住民運動が計画見直しに与えるインパクトを資源動員という

閣から数量的に可祝的に明らかにするという意義は持つものの， Iなぜ住民運動が起きたのかりや

「なぜ住民遂動が広がりを持った展開をみせたのか?Jという関いには，必ずしも明確な答えを出

しているとは考えにくい。なぜ，地域住誌が事業見直しを求め，実際に事業見夜しにまで、至ったの

かを，地域社会や住民の生活経験の把握や，運動を展開させる理由などから明らかにする必要があ
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るのではないだろうか。

そこで本稿では，多様な論点を有する本事例の中でも，特に運動の展開過程を解明することを課

題とし，さらにその作業を過して，遂動を展開させた理由と，運動に関わった人ぴとの語りに着目

しながら，ダム反対運動が展開し，ダム中止にインパクトを与えた聖書因を明らかにすることを目的

とする。

ヱド稿は， 1997年10月-11月に行った木頭村長・木頭村議会議員・木頭村住民からの開き取り調

査と， 1997年11月2日-11月5日に行った那索)11水系ダム(長安ログム・小見野々ダム・追立夕、

ム・細111内ダム建設予定地)，久井谷崩壊現場への現地視察，およびその後の補足調査に基づいてい

る。

2.細川内ダム反対運動の舞台

2.1.木頭村の概略

細川内ダム反対運動は，徳鳥県那賀郡木頭村とその下流地域を流れる那賀川に建設が予定された

級川内(ほそごうち)ダムに対して行われた。木頭村は高知県との県境にあり，村の四方を 1000m

級の山が閤むように連立しており，それらの山をぬうように那賀川が流れている。木頭村を源流と

する那賀川の本流と支流沿いには集落が存在し，そこに大部分の人が生活している。木頭村の人口

は約1850人1で，高齢者が多く蒼年}習が少ない典型的な過疎の村である。

木頭村は雨が多い地域で、年院降水量は3，OOOmmほどもあり， 1976年には台風17号の影響で日

阜地底において3日間で2，130mm (1日降水量1，140mm)の降雨があった記録がある(表1)0 こ

の台風によって大規模山腹崩壊が起こり，災害復旧事業として砂防・治山ダム，作業遂の建設が大

規模に行われた。そのため木頭村内だけで約470基もの砂防・治山ダ、ムがつくられたとされている。

産業就業別人口は，過疎や農林業不振で30年間に農業人口が半分，林業は 1/8に減少したのに

対し，建設業従事者は 160人から 280人に増えた(表2)。また，産業就業者は人口が多い}I頂に， 1980 

年は建設業，林業，製造業，農業だったが， 1985年には建設業，農業，製造業に， 1995年には建設

業，サービス業，製造業，農業にと変化している。建設業従事者が多いのは，災害復!日事業の影響

が大きしこのような農業形態の変化により，木頭村の経済は公共事業依存裂に変化した。

農業では，多くの農家が10a-40 a程の耕地規模であるため，耕地面積が小規模な農家が多いと

いえる(表3)。これは， UJに閉まれ那賀川が貫流し広〈平援な土地が少ないためであり，広い耕地

面積をそれほど必婆とせず単価の高い柚子・椎茸・葉わさびなどを生産する農家が多い。柚子畑や

棚田は，印象的な村の風景をつくっている。このうち柚子は，特有の香りと酸味が夜間の冷涼、な気

候によってつくられるため，四国にありながら比較的涼しい木頭村の柚子は品質が良<.1木頭ゆずj

は全国的に高〈評価され，村の名産品となっている。
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村の 97%以上を占める森林はその 3/4が杉や檎などの針葉樹で，杉l立木頭杉として全国的に名高

い。木頭村の財政は，歳入の約 90%を地方交付税と県・鴎庫支出金が占め，木頭村の独自財政は 10%

程度にとどまっている。

表1 年間降水幾

年

5 9 312 222 114 

85 244 138 6 7 282 196 98 

90 211 103 4 3 293 196 95 30 5 174 

95 142 60 4 2 282 156 88 29 6 198 

2000 142 56 8 3 234 136 89 26 2 179 

表3 経営耕地頭積規模別農家数の推移
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言十

未満 40a 50 a 60a 70 a 80a 90 a 1ha 以上

1980 40 38 34 23 6 6 2 I 305 

85 44 50 23 13 14 7 1 1 299 

90 。 57 24 21 8 6 4 2 2 245 

95 3 70 66 50 20 18 12 4 3 2 1 249 

2000 。 66 58 59 25 13 10 1 1 1 5 239 
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2.2.細川内ダム建設計商と反対運動

総)11内夕、ムは，徳島県を流れる那賀)11の上流部の木頭村西字地区(河口から約 95km地点)に建

設が計額された。那賀川本流には，既に長安ロダム (1955年設置)， )11日ダム (1961年設置)，小見

野々ダム (1968年設置)が設還されている。細川内ダムは，洪水読書E，流水の正常な機能の維持，

都市用水，発電とする多8的ダムである。
表4 細川内ダム建設計画の概要

細川内ダム反対運動は，この細川内ダム建設計

鴎に対する危機感を背景としてはじめられた。

この運動は当初，他地域の多くの運動と同じよ

うに住民組織による対決型の運動として展開され

た。しかし，木頭村が夕、ム建設計画を踏まえた総

合対策基本構想を樹恋したことを契機に，村議会

議長のリコールや，ダム反対を掲げる村長・村議

の選出といった政治的動きや， 日本ではじ

めてとなる「環境基本条例Jrダム阻止条例Jの制
定など， rダムに頼らない村づくりJを掲げて，村
をあげてのダム反対運動を展開し，地方自治を模

索する取り級みを全留に発信した。建設省が計闘

したダム計画に対し，首長が反対を訴えたのは，

全国的にもタIIがなく，木頭村の細川内ダム反対運動は大きな注目を集めることとなる。

また，このようなダム反対運動だけではなく，独自財源の確保と地場産業の振興を目指す第3セ

クター「きとうむらjを設立したほか，木頭村住民だけではなし他地域のダム反対・環境保全を

目指す住民組織と協力しあい，エコ・ツーリズムやトラスト活動などの活動を行うことで，組織・

人間のネットワーク化が促進され，それらがダム反対運動を側部から支えていた。このような総合

的な地域づくりによって地方自治を模索するというあり方は，さらに全国から非常に多くの支援を

集めることとなり，級川内ダム建設事業は中止に至った。

では，細川内ダム反対運動は，なぜ上記のように重量層的に展開し，事業見直し・中止に歪り得た

のだろうか。以下では，細川内ダム反対運動を大きく 4つの時期に分けて，運動の展開過程を見て

。
，r、、、a

au 

ダム計爾者 建設省

ダム形態 mカ式コンクリ トダム
多目的ダム(洪水識節，

ダムの目的 都市用水，発電，流水の

正常な機能の維持)

君主高 105.5m 

ダム 頂長 354.0 m 

規模 境体積 60，0000m' 

総貯水容量量 6.800万t

回 約5.1ha

芦田 約3.6ha
水没
山林・その他 約150.4ha 

地域
君主媛 31世帯

付替国道延長 約4km

推定事業額 1，200 fl円
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表5 級)11内ダムをめぐるゑな経緯

建設省.00など 木頭村・伎民など

1971 県叶国:細川内ダム調査費重要求。 対策問志会発足。

72 四国地建→村・村議会:協力姿請。

県・建設省計画説明会開催。

74 県→村:実施計画調査の協力を依頼。 向志会ダム反対デモ行進。

県:細川内ダム建設推進対策班設援。 村議会:木頭村総合対策基本構想、樹立。

同志会ダム賛成議員リコール運動。

75 村:木頭村ダム対策協議会設讃。

76 協議会ダム調盗拒否の結論。

村議会:ダム反対決議。

79 村議会:ダム調査事務所撤去決議。

90 知事→村・村議会:協力要翁。

91 村議会・ダム計画白紙撤回要求決議。

92 謀議会:細川内ダム建設促進陳情採択。

93 知事・村長・村議会ダム問題懇談会。 夕、ム反対のC氏が無投粟当選。

問志、会:6団体が1団体に組織を統一。

94 県・村ダム意Jt交換会。 村議会:環境基本条例・ダム建設阻止条例制定。

95 建設省:ダム等事業審議委員会設置準備。 細川内ダム主主設反対県逮絡会結成。

96 建設卒業費を笑施計閥調査費に格下げ。

97 建設省:事業を f一時休止Jと発表。

2000 建設大医:事業中止を発表。

2001 

3.締川内ダム反対運動の展開過珪

3.1.消極的反対からダム絶対組止へ

3.1.1.住民組織における意思形成

村議会:夕、ム抜きの総合振興計額可決。

村ダム反対の看板・垂れ幕撤去。

村長選で藤田氏落選。

fきとうむらJ村有株を村氏に譲渡。

木頭村での細川内ダム反対運動は， A氏をはじめとする地域住民の，ダム計画に対する疑問がも

ととなって展開した。

A氏は，幼い頃から山に入り，原生林を切り関き穀物などを栽埼して生活していた。 20歳頃から

は，木の伐採や搬出，植林などを行う仕事を請け負い， 1977年からは柚子の生産をはじめ， 1995年

からは，柚子栽培・販売と冬期間の林業lこ加え，村議会議員の仕事に携わっている。

1971王子7月，当時の村長から細川内ダ、ム建設計障が発表された。村長がダム受け入れを表明した

時，村民は騒然となり，同年9月に， AEたらによる住民組織 f細川内夕、ム対策同志会(以下，対策

同志会)Jが結成され，村長や徳島県にダム反対を表明する署名運動をはじめた。この頃，住民が対

策同志会などを通じてダム反対運動をしていたのは，先祖代々引き継いできた土地を離れることへ
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の拒否感や，ダムに反対することで補償交渉を有利に進めようとすることが理由であり，ダム賛成・

反対の双方がダム反対運動に関わっていたと蓄える。

1972年， A氏は対策同志会の会長に選出された。この時A氏には「村の人たちを裏切るわけには

いかない」という思いと， rうまい話にはだまされまい」という決意があった。これは，木頭村に既
に設置されている小見野々ダム建設時の話を，住民から聞いたことが心に残っていたためである o

そのためA氏は村長に同行して，既存ダムやダ、ム建設予定地を視察したり，四臨地方建設局(以下，

四国地建)へ反対隙'清に行くなどした。この頃A氏は，夕、ム建設によって引き起こされる問題には

気つ。いておらず，村長や村議会がダム受け入れを表明しながらもダム建設に反対するのは，反対す

ることによって後の補償交渉を有利にするためだろうと受け止めていた。それでも村民とのコミュ

ニケーションと結束を関ることは怠らなかった。

1973王子，対策同窓会内では「村長のいうことは話がうますぎる，どうも怪しいjという声が出は

じめたため，対策同志会独自で競査を行うことになる。そしてA氏は，高知県の大渡ダ、ムの建設現

場を訪れ，現場の人たちから実際に話を照〈中で，ダム建設によって現場や住民が苦しんでいるこ

とや，住民を無視した祭や建設省の強引なやり方に激しく怒っていることを知り， rダム建設はろく
なことにならんJと実感した。また，各地ダムの視察と那賀川下流域の実態を調べてみると，夕、ム

建設によって「堆砂が起こるJr下流地域に水害を発生させるJr清流をなくしヘドロが溜まるi坊に
なるJなど，ダム建設による問題点が見えてきた。そのため1974年， A氏は「美しい自然を守りた

いJrダムは村氏のためにならないjと思い，ダム建設の阻止を決意する。しかし， A氏の思いだけ
では地域住民からのダ、ム阻止への共感が得られにくいと考え， r村が2つに分かれるH過疎になるj
「下流のダムの現状がひどいjなどと，地域社会や自然環境の破壊の可能性を具体的かっ未来志向

的に訴えた。

1974年9月， A氏らは木頭村ダム反対連合同主主会(以下，同志会)を結成し，夕、ムサイトの地権

者であり，ダムの予備調査を行わせないよう土地を売らずにいたB氏を会長にする。そして同窓会

は，断混としてダ、ム建設を組止するという方針を総会で決議し，村長へのグム反対署名 1120名分を

提出したり，ビラやチラシの村内・那賀川流域への配布，デモ行進や村民決起大会の開催をするな

ど，住民団体としてのダム建設反対運動を繰り広げていった。

以上のように，初期の細川内ダム反対運動は，夕、ム建設計画を契機として，俗人が夕、ムの抱える

開題・課題と地域を意識し， r傍人の患いJとも雪うべき開題・課題意識を，地域住民と分かち合う
ことで住民組織である同志会設立につながり，さらに同志会が地域住民からの理解を得て，さらに

大きな夕、ム反対運動を展開していく過程であった。

また， A氏の語りからは，漠然としていたダ、ムへの拒否感が，他ダムの視察や開き取りという地

域調査学資とも言うべき活動によって問題や課題が意識化され，ダム反対の意思を強固にし，信念

を持ってダム建設を阻止するため，ダム反対のための住民組織を結成したことと，その過程におい
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表6 細川内ダム反対遥動の主な経緯(第1真意)

県・建設省 住民関係団体 木立員村・村議会

1971 徳感県議会において第3次那賀JlI対策河志会:(西字・折字)発足。 村長水没予定地住民にグム

総合隠発における締)11内ダム計爾 反対署名(木頭村長に463名分)， 建設計画概略を説明。ダム受

が明らかになる。 県に718名分)を提出。 け入れを表明。

72 祭→建設省:ダム笑施調査費予算

復活婆求。

73 四国地議.，実施計爾調査務手発表。

図園地建→村長・村議会:協力要請。

l果・建設省:線)11内ダム計画説明会。

74 県→木頭村ダム実施計画調査協 同志会ダム建設絶対反対の蒋

カ再依頼。 石室認・運動方針の決定。

県:級)11内ダム建設縫進対策班設 同志会ダム反対デモ行進(約

置。 100人)，村長・議長と交渉。

ダム対策研究会発足(水没予定

地域22戸)。

て個人の8己実現と相互承認が行われていたことが分かる。つまり A氏がダム反対運動をはじめる

過程は，個人が主体を形成する過程であった。

3.1.2.協関と共通課題の明確化

では，なぜ個人の思いが住民組織である同志会の運動根拠となり，なぜ向志会が地域住民からの

瑛解を得て，夕、ム反対運動として展開したのだろうか。ここでは，河志会の運動根拠や，地域住民

の生活の仕方などをもとに，その要因について考える。

まず， A氏の思いが同志会の遂動根拠となった過程は，協問伎の発展過程であったと替える。そ

れは， A氏の夕、ムへの抵抗感が，学習によって課題として認識され，その諜題がコミュニケーショ

ンによって他の地域住民と共有されることによって，地域住民間の共通課題が明らかになり，共通

課題が「向志会がダ、ム建設に反対する理由」として顕在化したからである。特に，コミュニケーショ

ンを介して， A氏がダムに反対する枠組みを，他者からの共感が得られやすいものへと変化させた

ことは，共通課題を顕在化させるために大きな意味をもっていた。

同志会がダム建設に反対した理由(資料1)には，これまでの長い年月をかけて創り上げてきた

地域独自の生活，人間関係が破壊されることへの危恨が見られる。また理由のひとつである「ダ、ム

建設によって村がニ分される」こととは，地理的にニ分されるという意味だけではなしダムの補

償金によって，経済的利益を受ける者とそうでない者とに分かれ，それによってそれまでの地域の

つながりが断ち切られ，人間関係が悪化することも意味していた。

つまり，ここでの協同を組織化する論理は，安心・安全な暮らしを求めるという意味において，

関係の保全を求める要求であったと言える。
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資料1 間窓会がダム建設に反対した漣出(共通謀癒)

・多数の世帯が水没し，農地や山林に被害が出る。

-村の中央にダムが佼霞し，村が二分される 0

・森林資源に依存した生活が立ち退きなどで破壊される。

・自然破壊が進み，観光地として立地できなくなる。

ここで， A氏一地域住民間で共通課題が明らかになった要阪として，①地域住民が自然環境・地

滅社会に依拠し，愛着を持って生活していたこと，②地域社会に濃密な人間照f系が存在していたこ

と，③地域住民が経験的にダムへの不信感・嫌悪感を持っていたことが挙げられる。

転居というのに，ものすごい反発があるわけよ。本音色的に。私の地元はここだっちゅう。

それが非常に強いわけよ。どこいでも，自分の家ぐらいええもんないぞっていうのが，も

う。先様代々ずっと， じいさんばあさんが孫に言うて関かし，親が言うて閣かして，そう

いうサイクルでh生活してきとるからね。

ずっと土地に住み着いている人，毅戚関係，友人関係とか・・・みんなが手伝い合いするん

よ。山焼きとか，E義根替えをしても，一人では奪けんからね。葺き替えするときは隣の人

と共同作業するわけ。まわりばんこにしてきた。山を焼くのも行ったり来たりして。そう

いうような人間同士の結びつきっていうのが非常に強かった関係で

このうち②については，地域住民の語りから，地域社会での個人の生活が人間関係によって板互

に支え合われるような，濃密な人間関係が存表していたことが分かる。このような人間関係は「し

がらみjとしてはたらくこともあるが，本事例においては，人間関係を含めた地域社会は「守るべ

きものjの1つとなり，さらに運動の基盤としての役割を巣たしていた。 A氏が長い嬢史を持つ木

頭村という地域で，自分の意見を奮い，行動できたのは， r山林管理論負という割合自由な立場で仕
していたので，地域のしがらみに縛られなかったJことと， r人が何と言おうと間違っているも

のに対してはそれなりの対応をするという考えを持っていた」ためだろう。 A氏の話によると，木

頭村では，昔ききんが起きた時，農民一撲をしてお上と戦ったことが語り継がれてきた。このよう

な目上の立場に対してであっても，自分の意見を述べるという地域の援史とその諮りが， A氏の考

えやその後のダム反対運動に影響したと考えられる。また，③については，綿川内ダ、ム建設が計額

される前から木頭村に設設されている，小見聖子々ダムが影響している。小見野々ダムに堆積した堆

砂・砂利の採取・販売は，木頭村の産業の一つであり，砂利産業に従事したり，小児野々ダム貯水

池と燐接する助集落の人びとは，堆砂や貯水池の様子を日常的にBにしていた。さらに，貯水池に

近い集落では，土佐砂が風によって巻き上げられて起こる粉慶公害に悩まされ，粉塵問題への対策と

n
F
 

w
h
d
 



社会教育研究第23号 2005

して水を撒くなどしていた。このような体験から，地域住民はダムについて何らかの疑問・不安・

不満を感じていた。このような生活における体験は，他者の問題意識を把援・理解したり，そこか

ら共通課題を設定することにつながった。

しかし，地域住民が共通課題を明らかにしていった要因は，上記のような地域に内在するものだ

けではない。 A氏が地域住民に訴えたダム反対の理由は，現地視察・現地からの開き取りをもとに

した，実態に則したものだった。これは学習を通じて，地域外に存在する問題と地域に内在する要

因とを関わらせることで，内在する要因を顕在化・具体化させ，地域住民が共通課題を明らかにす

るために重要な役割を果たしていた。またA氏が，夕、ム建設を「個人の問題jだけではなく「地域

の問題Jr那賀川流域の問題Jとして捉え，人間関係や生活の仕方を含めた「地域社会の破壊jを危
倶したことは，コミュニケーションを促進するとともに，共通課題を明らかにすることの前援をつ

くりだした。

つまり，本事例における協関の過程では，ダム建設計画の浮上により直接的に市民的な権利が制

限・抑圧され，地域や個人の生活・緩史に内在していた疑問・不安・不満と，外在している要闘と

が，学習によって結びっくことで，事実に即して共通課題が設定されたと言えるだろう。さらに，

この共通課題が明らかになるには，コミュニケーションによる自己実現と相互承認2の過程が編成さ

れ，協同の場でもあるf地域社会」という視点を持つことが前提となっており，そこに地域に内在・

外在する要因が関係しあっていたことが分かる。

このように，地域住民の共通課題が明らかになったことで，ダム反対運動は次の段潜へ展開して

。
ノ
¥、
‘もν

3.2.住民自治への前進

3.2.1.住民総織から村議会の麟新・監視へ

1974年 10月，村議企は夕、ム建設を前提とする木頭村総合路発基本構想、を村議会で可決した。しか

し同志会はこのことに強〈反発して，夕、、ム建設を承認した村議会の解数を求めてリコール運動を展

開し，有権者の3分のlを越える署名を集めて，村議会の解散請求書を提出した。そして，村議会

はリコール成立を待たずに自主解散し.1975年 1月の村議選では，関志、会系4名を含む夕、ム反対派

の新入村議員 5名 (1974王子さき持の定員は 12名)が誕生した。

このような動きを受け，村長はダム建設計画についての合意形成のための諮問機関，木頭村ダム

対策協議会(以下，協議会)を発足させ.11図の協議を持った。協議会には，夕、ムを推進する国や

県などや，ダムに反対する研究者などから，ダ、ムに欝する説明・意見が出される機会が設けられた。

このような中.1976年9月の台風17号によって.JIIが氾濫し，役場周辺一帯が浸水する被答が出

る。この河川氾滋は，既に木頭村に設設されていた小児野々ダム上流で起きたため，住民たちは「小

見野々夕、ムの土佐砂によって河床が高くなり氾濫が起きたJと考えるようになる。そしてこの台風を

60一



地域住民主体の公共事業見車しと地域づ(守 一徳島県本頚村の細川内Fム反対運動に着目してー

壌に fダ、ムはいらないJという雰関気が村に定着し，村議会は小見野々ダム堆砂土砂除去に関する

決議や小見野々ダム撤去を求める決議を可決した。

このような動きによって，それまで、ダム反対派が少数だった協議会内に，ダム拒否という合意が

形成され，協議会はダム拒否の結論に至る。また村議会は 7月に一度否決した「ダム反対決議j

を， 12月に可決した。

以上のように，住民組織によるダム反対運動は，村議会のリコール運動によって，単なる住民運

動から，村議会を尽日新し，村行政を殿視するものへと変化した。また，運動の目的を共有する村議

長を誕生させたことにより，村議会内にダム反対の基盤を形成し，村の政治を行う上で主義婆な議会

の位置を fダム賛成jから「ダム反対jへと変化させた。このような変化は，ダム反対運動を行う

住民組織が「説明される側Jから「説明する俄jへと変化し，地域を主体的に治めるものへ，つま

り住民自治の主体へと一歩前進したことを示していると蓄えるだろう。

しかし 1976年9月，木頭村を台風17号が襲う。この台風17号は，河川の氾滋の他，度腐れやUJ

林の燦壌，林道の流出や民家の崩壊を引き起こした。これらに対し激震災害救助法が適用されたこ

とから，その後，約20年にわたって木頭村では災害復!日事業が多数行われるようになる。このこと

により， 1975年には 191人だった建設業者が1980年には 312人に増加するなど，林業・農業従事者

が土木建設業に就業を変化させるなどの動きが多く見られるようになり，木頭村の公共事業への依

存l立高まっていった。

表7 総JII内ダム反対運動の主な経緯(第2期)

県・建設省 木頭村・村議会 住民関係間体

1974 村:木頭村総合開発機本構想樹 対策同志会:総決起大会(約350
立。 人参加)で基本構想、を承認した

議.木鎮村総合開発基本機想、廃 議会のリコール遂動を始める決

止を決議後，自主解散。 議採択。

村:木頭村総合開発基本構想、廃 同志会:村選挙管理委員会へ署

i上。 名簿を添え解散請求を提出。

75 村議選で，ダム反対派の新人5名が当選。
--ー也幽値唾可白駒咽M悼幽値ーーー・企幽畠色曲ーー・令官桐司圃骨骨司-------同情帽僻 岨創世姐._--幽咽M・--曲色合幽凶幽圃凶且邑困ー・ M砂曲曲姐--色畠司凶晶司‘--司、---句胃
村:木頭村ダム対策協議会発足。

76 県:細川内ダム水没地域基礎調 議:小見野々夕、ム没砂土砂徐去

査報告書警発刊。 に隠する決議。

議ダム反対決議可決。

79 議ダム調資事務所撤去要求決議

議:小見野々ダム撤去要求決議

87 議ダム調変事務所撤去要求決議。

90 議:小見野々 ダム撤去要求決議。
凶棉輔蝋働刷咽帥剖世咽ーーーーー---園田，喝事ー---ーーーーーーーーーーー冒可胃 明司開ーー・旬宥再軍司開軍事司司喧匂._---旬--司守司開押押.胃帽再軍明帯圃亭帽--暢僻岨
知事→村・村議会ダム建設への協力要議。

知事・村長・村議会ダム・ 00)遺改良について話し合い。

91 議ダム建設計樹白紙撤思要求決議

'
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3.2.2.村議会における合意形成

では，なぜ，住民綴織のダム反対運動は，村議会の位置を「夕、ム反対へjと変化させ，住民自治

の主体へと一歩前進させられたのだろうか。ここでは，協議会のはたらきと，地域住民のリコール

運動に着目し，運動を展開させた要協について考える。

住民によるダ、ム反対運動によって，村議会内に夕、ム反対の蒸撃ができたとはいえ，村議会の夕、ム

反対派は少数だった。このような中で，協議会が「ダ、ムは木頭村に不必要であるJと結論づけたの

はなぜだろうか。その要因は，①台風17号によって，ダムの持つ問題が体験的に認識された，②学

習によって，体験知と科学知・専門知とが融合された，③対外的活動によって，ダ、ム反対運動の持

つ地域外での主主義が認識されたことが考えられる。丸山は協議会の様子を， r議事録によると，反対
派は，絶えず問題を提起し，議論を 1)ードした。推進派側の国，県や村長の説明は一方的で、，具体

性に欠け，説得力がなかったのに対し，反対派の2人の研究者の講演はダム反対の綴拠を明示し，

住民自治の重姿牲を説くものだった。j3としている。ここからは，研究者の講演が，専門家がダム不

必要の根拠を示したことにより，協議会を構成する人び、との意識変革をもたらし，合意を形成した

ことが分かる。つまりこれは，地域住民の体験知・地域知が，研究者の科学知・専門知と関係づけ

られることで，具体的・連続的かつ客観的・理論的で地域特性を反映した「新たな知」が形成され，

この知が協議会内にダム反対という合意を形成したことを示している。さらに，研究者という地域

外の住民が，住民自治としての運動の意義を提起したことは，運動の社会的公正の認、識枠組みが与

えられたことを意味している。ここから，協議会内での合意形成は， r新たな知Jと「社会的公正認
識」によってもたらされたと言えるだろう。

以上から，住民組織のダム反対運動が村議会の位還を変化させた過程は，協同性がさらに発展し

た過程だったと替える。それは，夕、ム建設を前提とする木頭村総合開発基本構想が村議会で可決さ

れたことを契機に，住民の共通課題が再確認され，その解決のための実践としてリコール運動が展

開されたからである。また，実践を通じて村議会の位置を変化させる過程において，組織としての

自己実現と相互承認がさらに促進されたことも確認できる。

しかし，ダム反対運動は必ずしもスムーズに進んだわけで、はなかった。特に，同志会がリコール

運動を始めると，村議員からは署名をさせないような圧力がかけられ，組織の切り崩しが行われた。

また，デモ行進などの大きな動きをすると，私服警官による監視や質問を受ける住民もいた。さら

に，運動の 1)ーダ-Eちには，脅迫的な電話や翼収を持ち込む電話の他，無言電話がかかってくるこ

ともあったという。また村は， rダム建設に反対する団体には補助金は出し渋るが，賛成する団体に
は100万円以上もほんと出す」という姿勢をとった。このように認められた権利を行使しようとす

る地域住民色妨害しようとする村や巣・留の姿勢が，かえって地域住民の反発を招き，ダム反対

運動に拍車をかけた。ここには，r木頭村に 15代に渡って居住しているJr農民一撲をしてお上と戦っ
たjというような村氏の語りから，地域への愛濯や反骨精神が，援史的に地域で紡がれてきたこと
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や，それらが遂動に何らかの影響を与えてきたこと，さらに各個人が信念・現代的理性に従って行

動しようとする姿が想像できる。

このことから，住民組織のダム反対運動が村議会の佼援を「ダム反対へjと変化させ，住民自治

の主体へと一歩前進させられたのは，体験知・地域知と専門知・科学知との融合，社会的公正の認

識，地域の自然・文化・燈史という要因が，対外的な活動・コミュニケーションを介して，傍人お

よび組織の意識変革に作用し，俗人および経織の自己実現と樹立承認が促進されたたためであると

言えるだろう。

3.3.ダム反対首長の誕生からダム一時休止へ

3.3.1.ダムに頼らない村づくり

災害復旧事業の影響で，細川内夕、ム計画は影を潜めていたが， 1990年2月，県知事から氷室賀村・

木頭村議会に細川内ダム計瞬に対する協力要請が行われたことで，夕、ム計画が再浮上する。これに

対し，村議会は夕、ム建設計画の白紙撤問要求決議を行い，住民も「那賀川を守る会Jをつくり，住

民意志の村議会への反映を主限に入れた同志会の遂動を補完するものとして，細川内ダム問題を全

国に発信する運動を展開した。

そのような中で， 1993年4月，木頭村出身で細川i内ダム絶対反対を掲げるC氏が無投惑で村長に

就任する。この，ダムに反対する村長の誕生と， r村をあげてのダム反対運動jは，村長・村議員・
木頭村住民の会国的な活動や，マスコミ報遂などを通じて全国に発信され，大きな注尽を浴びるよ

うになる。

しかし， r村をあげてのダ、ム反対運動」ヵマ子われるようになってから，起業者の動きはあわただし
くなった七夕、ム反対運動をリーダーとしてまとめてきたA氏は，夕、ム建設の推進が念、に早まってい

ると感じ，rかつて向山県知事が苫湿ダム建設反対の奥津町にたいして非常な圧カや嫌がらせをした
ことを思い出して，いよいよ本格的な闘争になったなと身の引き締まる思いがした。Jという。その

ような中， A氏は， rもうダムは止まらないぞ，どうせ夕、ムがつくられるのであればそのかわり公共
どんどんよこせjと村議員の一人が県や建設省に要請するのを耳にした。これを聞いて「こ

のままでは村はつぶされる」と思ったA氏は， 50人以上の地域住民と 1対1で話し合い，ダム反対

運動の強化と聞結を呼びかけた。そして，同志会の統一総会を隠いて，それまでの6団体を 1本化

した。これにより，依頼署名集めやチラシの酷布，宣伝カーによる街頭宣伝，県や建設省への抗議

行動と， c村長をはじめとする村政を支援する体制を一段と整えてゆく。

そして， r夕食ムに頼らない村づくりJを目指すC村長と村議会が協力して，会国ではじめての「木
頭村ふるさとの緑と清流を守る環境基本条例jを制定，続けて「ダム建設阻止条例」を議会で可決

成立させた。またその後，木頭村は，農林業や交流観光など「自然と共生する産業経済の発展」を

理念に， r夕、ムに頼らない村づくりj るo また 1995.ip12月には， 2005年までを見据えたダ
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ム抜きの「木頭村総合振興計画jを可決成立させ，新しい村づくりを開始した。 1吉田年lJ'!の村議

選では，村内有志の推薦を受け， A氏がそれまで竪〈断ってきた出馬を行い，ダム推進派による反

対派の組織切り崩しが行われる中で当選した。

この頃，木頭村の県発注工事受注額が減少5したため，木頭村内にfダム反対だけで食っていける

のかjという意見が聞かれるようになる。しかしC村長は， r夕、ムで一時的に好景気になっても，そ
の後の反動で村はさらに衰退するJとの信念を変えず，村を挙げてのダム反対は続けられた。

建設省は事態打開のために夕、ム事業審議委員会を設置しようとした。しかしC村長は， r知事が審
議員を推薦するのでは公正な審議はできないJとして委員就任を拒奇し続け，ダム建設がシステム

的に進められないようにした。また木頭村は，ダム反対に力を入れる一方でト， rダムに頼らない村づ
くりjのため，第3セクター「木頭へルシック(株)J6を設立した。この「木頭へルシックJは，財

政の約 90%を国・祭からの交付金に依存している木頭村の状況では，地方自治を当然のように行え

ないため，独自の財政を確立しよ 7として設立されたものである o

このような「ダムに頼らない村づくりJという地域づくりを主体的に行おうと，村をあげてダム

計画に反対し住民自治を模索する姿と， c村長やA村議をはじめとする木頭村住民が精力的に会留

をめぐってダム反対を主張する姿は，全国により多くの支援者を増やすことにつながり，木頭村を

支援する市民組織などが村内・外に多数設立された。

表8 細川内ダム建設計磁に反対した主な市民組織

木猿村ダム対策同窓会

結成年月日 1971:!f. 9月12日 結成当初は地域別に 6組織が個別に活動。ダム再浮上により各組

会員数 約1，000人 織を統一し， 1994:!f. 3 fJ 27日に統一総会関催。

細川内ダム反対箪の 細川内ダムに反対す 級JII内ダムに反対す
那賀JIIを守る会

根同窓会 る徳島市民の会 る中)11下流域の会

結成年月日 1993若手3月288 1994年10月1臼 1995年2月4日 1995年2月248

会員数 約5，600人 約3，130人 約350人 約250人

細川内ダム奇考える 細川内ダム問緩を 細JII内ダムに反対する

日和佐の会 考える海南の会 小松島市民の会

結成年月 8 1995年3月4日 1995年5月258 1995年12月8日

会員数 約40人 約20人 約55人

総JII内ダム建設反対徳島県連絡会

結成年月日 1995年10月18 j二言己8団体で構成。

会員数 約10，445人

(設)rダムを止めた人たちjを参考に作成
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表9 那賀)11流域の環境を守るために活動した主な市民組織

那賀JlIの清流を取り戻す会 (1980.if.結成会員:約250人)

鷲敷町住民が相生町・那賀川町・阿潟市民などに呼びかけて結成。主な活動は，那索JlI上流ill林での広葉樹

林化運動，針葉樹林の間伐徳助運動，那賀川下流への砂・パラス投入，長安ロダム排砂バイパス設置など。

那賀JlIエコ・ツーリング災行委員会(活動:1995-98年)

f:liロになって遊べ，語れJがテーマ。主な活動は，那須JlIの流域をめぐるキャンプ集会を5回開催。自

然体験，講演会，峡顕界，シンポジウムの開催など。

よいしょ きとうむら (1995年12月8日結成会員約100人)

「きとうむらJとC村政を支援するために結成。主な活動は，木霊資材を日本中にアピールし，木頭の自然

を守っていくための「きとうむらJの商品購入，木頭村との親践を深める各種活動，王手4邸の会事長発行な

ど。会員の半数は徳島市民。

荒谷の自然と歴史を守る会 (1996年結成)

長安日ダムの堆砂を支流の荒谷に埋め立てる計画に反対する上那賀町の住民により結成。荒谷の生物調査

を行い，調査結果に基づき，徳島県に埋め立て中止を要請。

荒谷の源流を守る県民会議 (1996年結成)

f荒谷の自然と歴史を守る会Jを支援する目的で結成。

(設)rダムを止めた人たちjを参考に作成

木頭村を支援する組織は，直接的に締)11内ダム計調に反対するという目的だけではなく，那賀川

流域の環境を守るという呂的をもつものまで，目的とその活動内容に多様性があった。特に環境を

守ることを目的とした住民組織は，ダム反対運動を側留から支え，利害関係者だけの運動にとどめ

ず，参加の幅を広げる役割を来たしていた。また，fflロの会J7をはじめとする住民組織は，楽しめ

る活動を行うことで，ダム問題でギクシャクしがちな住民感情をうまくりードしていった。

このような村をあげてのダム反対運動と，約30年にわたって夕、ム反対運動をしてきた村氏たちの

姿，それらを支える全国からの支援者たちが，国の地方自治に対する動きを監視するものとしては

たらき， 1997若手，建設省は締)11内ダム計調を「一時休止Jすると発表した。

以上のように，ダム反対運動の第3期は，ダムに反対する首長を誕生させ，村をあげての「ダム

に麟らない村づくりJにより，住民自治のシステム変革に挑戦したとともに，住民自治に挑む様々

な活動により全国に支援者を増やし世論を形成することで，ダム計商を一時休止させた過程だった

と蓄える。
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表10 細川内ダム反対運動の主な経緯(第3期)

建設省・燥など| 木頭村・村議会 |住民関係団体 那賀川流域等住民間体

1990 I一一…………__1埜:+奥野クど今月草烹聖望号務?………

91 

93 

94 

95 

知事→村・村議会:ダム建設への協カ要議。
知事・村長・村議会ダム・国道改良について話し合い。

|議:級JII内ダム建設計磁白紙撤回要求決議 i 

村 ダム問題地域座談会を村内8鐙所で隠催。F一部腕
議:締)11内ダム建設船日す策特別委員会設置。|

村:水源開発問題全関連絡会結成・加盟。 l
村長・対策特別委員会ダム建設阻止対策特別委員会設澄。|

村長・対策特別委員会→建設大豆・!県選出国会議潔ダム

反対陳情。

知率・村長・村議会ダムについて話し合い・現地視察。

村長・村議長→大蔵大包・県選出溜会議員:次年度ダム建

設予算計上取りやめ陳情。

県担当者・村 r突質公王子なルールにより，ダムの要不要，
環境問題など幅広く話し合うjことを確認。

村長:長良川大言論大会で協力望書言語。

議:小見野々ダム撤去重要求決議。

村長:水源開発計図見夜し機関設澄を求

める緊急集会参加。建設省河)11局へ申し

入れ。

議 r木頭村ふるさとの緑と清流を守る
環境基本条例UJr木頭村ダム建設限止条
例」可決。

f那賀川最後の清流と細川内ダムを考え
るin木頭村j討論会開儀。

村長・議長→建設大臣ダム計画中止の陳情。

県:村振興計爾捻示。議:生活相談所の設置計画の撤回要

求決議。

県・村長ダム意見交換会 (H苦笑施)。

同志会:統一

総会開催。

丹生谷3園丁で「細川内ダム反対家の根
同志、会J結成。
f細川内ダム反対慈の根間志会j相主主，
鷲敷支部結成。

ll欄一融髄選酷糸 … 耕概……約叫一2祐胤一名拙当
級!川11内ダム主建主設F組且i止上対策特別委員会設蜜。 Ir細川内ダム建設に反対する徳島市民
「木頭村総合振興計爾J可決。 Iの会J結成。
総)11内ダム建設関係予算凍結要議決議。 Ir級川内ダムに反対する那賀川下流域

県・建設省→村長意見交換会で求めた資料の提出。 I住民の会j結成。
建設大臣.ダム等卒業審議委員会設霞準備を発表。 Ir細川内ダムを考える日和佐の会j結
媒→村長 「縮)11内ダム率業審議委員会」の委員就任会婆|成。

議。村長は審議委員会入りを拒否(4回)0 那賀川エコ・ツーリング開催。

木頭村→知事:審議委員会に加わる条件の申入警捻出。 Iダムに反対する 8つの住民団体が「総
県:村長・議長が加わらないと審議委員会開催は難しいと 1)11内ダム建設反対徳島県連絡会」結成。

説明。 Iエコ・ツーリングを阿南市で総催。
96 I建設事業費が笑 Iダム抜き振興計額の第三セクター「木頭|反対県連絡会:立木トラスト木札掛け
施計闘苦竜王量費に|へルシックj設立 |笑施。

格下げ。 Ir級川内ダムに反対する小松島市民の
会J結成。

県→村長:審議委員会の委員就任を重要請。村長は拒否。

97 I 総)11内ダム建設計闘の白紙撤回要求と事|木頭村をよく|反対県連絡会 r建設
I業審議委員会への参加拒否決議。 Iする会:村議|促進期成同盟会」解散

村長→問国財務局局長:次年度ダム予算ゼロの姿望警捻出。 Iリコール請|請求陳情蓄を阿南市長
村長・知事:審議委員会設置合意できず。 I求。成立。 Iに提出。
村長→知事:審議委員会設還に 8条件を提示。，
村長・知事:審議委員会設還にまま本的に合意。

建設省:98年度予算でダム予算をゼロにし事業を r-n寺休止」すると発表。
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3.3.2. rダムに頼らない村づくりJの意義
では，なぜダ、ムに反対する首長の誕生を誕生させ，村をあげての「ダ、ムに頼らない村づくり」に

より，全障に支援者を増やし，夕、ム計閣を一時休止にさせることができたのだろうか。ここでは，

C氏が村長になったことの意義と，木頭村が「夕、ムに頼らない村づくりjのために夕、ムに反対した

理由に着目し，運動が展開した要因について考える。

まず， c氏が村長になったことは，全闘でも数少ないダムに反対をする首長の誕生を滋味してい

た。首長がダ、ムに反対することとは，村にとって留・県という大きなカ・システムに，住民自治を

掲げて挑んで、いくことを意味していた。このC氏の挑戦は，個人一地域といった様々なレベルにお

いて，共感を呼ぴ，全国に木頭村を支援する人々を増やすこととなり，このような，支援者の増加

によって，世論が形成され，住民自治に関する国・燥の動きに監視の役割jを果たすこととなった。

次に，木頭村が「ダムに頼らない村づくりjのためにダムに反対した珪出からも，地域が主体的

に地域をつくること，つまり住民自治に挑もうとしていることが分かる。

木頭村が制作したパンフレット「級川内ダム計画になぜ反対するのかJでは，住民の生活と那賀

)11との結ぴつきを示した上で，ダ、ムが建設された場合，自然環境が破壊されたり，将来にわたって

住民の生活や産業・教育・村財政などに悪影響が出るため，木頭村の将来に夕、ム建設の必要性がな

いとして，ダム計画の中止を訴えている。つまり，木頭村の地域づくりのために，ダム建設が不必

要きであり，それを村として判断し，実践するために，住民自治を行う重要'段を訴えたのである。

資料2 級JII内ダム雪十頭になぜ反対するのか

し住民と那須)11の結びつき

1.住民生活と)11の窓窓

2.漁業協同組合の運営
3.綴光
4.河川の愛称・清流

5.教育

6.議砂の問題と活用

2. もし，ダムが建設されたら

1.住民の生活環境に与える影響

2. 自然潔墳の破壊

3.地場産業等に与える影響

4.編祉環境lこ与える影響

5.教育環境に与える影響

3. まとめ

4.細川内ダムは，本当に必要なのか

1.ダム建設の大義名分はあるのか

2.ダム問題は，超長期的に慎重量に考察する必要がある

3.ダム対策協議会・ダム拒否の結論

5.地方自治権の侵等

細)11内ダム計磁の推進派，地方8治を鮒見するものである
6.経過のあらまし

(註)徳島県那焚郡木鼠村制作のパンフレットより目次内容を一部転載
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資料3 木頭村が総JII内ダム計画に反対する理街

(前韓基)文化・経済の向上発展した現在，そして土砂で埋まり粉差益公答発生源のダムを

見れば大規模自然環境破壊をする反大産業廃棄物以外の何物でもない。

総川内ダム問題は， (中略)自然環境保全の重要性・森林のもつ公益的機能等についても

今後十分議論し，全村民が認識を新たにしなければならない重重要課題である。

また，過疎開題は全留的に構造的なものであり，これをダム建設に結びつけることは村

の将来を誤るものである。(中略)村財政を長期的に圧迫することは明らかである。

多くの村氏の巌いはー寅して， r那焚)11最後の清流を守り，自然破壊のない，人情塗かな
文化の香り高い村づくりJであり，強引にダム建設が推進されればこの住民の切実な監査い

が， 00・県及び一部の利権集団に踏みにじられることになる。

(中部各)こうした状況は一日も早〈解消しなければ，静かで平和な活力ある村づくりは

できません。

木頭村を縦断するこの美しい那賀川に，デメ 1)ットの計り知れない「級)11内ダム建設計

額Jを一日も早〈中止させ，最後の清流を次代に引き継ぐことは，私たちの資務で、あり悲

願でもある。

以上のように木頭村の将来に，ダムの必要性は全くないので，ここに細川内ダム建設計

画の白紙撤回を重要求するものである。

(設)徳島祭那賀郡木頭村制作のパンフレット p.14rまとめJより一部抜粋

C氏が村長になり，地域づくりのためにダム反対を訴えるという，木頭村の住民自治への挑戦に

加え， c氏， A氏をはじめとする木頭村住民が，精力的に会留に対外的な活動を行ったことも，支

援者を増やし世論を形成することに，大きな役割を果たした。

しかし，地域づくり実践・自主財政確保は容易で、はなかった。そのため，細川内夕、ムが一時休止

になったのは，ダ、ム反対運動によってシステムが改善されたことではなし世論の形成による影響

が大きかったと言えるだろう。

3.4. rダムに頼らない村づくりj実践の広がり
ダム「一時休止jが発表された後も，木頭村では「木頭へルシックJを中心とした村づくりが進

められた。しかし f木頭へルシックjは厳しい会社経営状況が続いた。そのため，株の 50%以上を

木頭村が保有し，藤田村長の社長就任をはじめとする全役員を村関係者にするといった村主体の経

営体制に改め，会社名も「きとうむら」と変更することになる。この「きとうむら」では，柚子や

大主主などの特産品を原料に，保存料などの添加物を使わず製品を生産・販売することで，より村の

独自色を出した地場産業の振興を目指した。しかし，独自の販路確保と地域の自然・材料を生かし

た新商品の開発に重点を霞き，経営立て直しを進めたものの，経営難は続き，全社員の半数以上を

解雇する人員削減を行うことになる。そのような中，資金繰りに悩む「きとうむら」は，窮余の策

として「社債」と名付けた一口 5万円の出資協力金を全国に募った。この社債は元金が返還される
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保証がないにもかかわらず，全閣の団体・個人から目標の2倍にあたる約4000万円が寄せられた。

このことは，木頭村の地域づくりへの姿勢に対する支援者が全国にいることを示していると言える

だろう。

また，農業ボランティアによって直営j苫8が建てられたり，無農薬柚子の生産が行われるなど， rき
とうむらjを介した，木頭村と会留の支援者との結びつきは，さらに多様な形態へと発展していく。

このような中， r一時休止Jとなっていた締川内ダムは， 2000年，建設省悶器地方建設局事業評価
監視委員会の公共事業の見複しを受けて中止が決定される。

fきとうむらJは経営が好転しつつあったが，村のさま幹産業である土木建設業などから「基盤整

備の遅れjなどが指摘され， rきとうむらjや校長を務めるC村長への風当たりが強まり， c氏は，
2001年4月8日の村長選挙で洛選した。

この村長選の結果を受け，新村長に「きとうむらjを演されるのではないかと不安に怒った村の

女性たちは，村有株を村氏有志に譲渡するという議案を臨時議会に提案するための署名を集めて提

出し 4月17日の議会でこの議案が可決された。これによって fきとうむらJの村有500株のうち

420株が村氏に譲渡され， rさとうむら」はさらに「地域の会社Jになった。
「木頭村の「ダムに頼らない村づくりJが成功するかどうかは，木頭村だけの関震ではない。J9と

して， rきとうむらjをはじめとした「ダムに頼らない村づくりJへの取り組みは，地域通貨「ゆー
ずJ'Oの発行や，この「ゆ…ずJを経験する「地域通貨体験ツアーJ"の実施の他，給食に地元の食材

を使う取り組み12など，多様な形態へ発展している。

署長11 細川内ダム一時休止後の地域づくり

建設省・県 木頭村・住民活動

1998 細川内ダムヱ事事務所廃止。 「木頭ヘルシック(株)Jから r(株)きとうむら」へと社名・
体制変更。

99 よいしよきとうむら rエストラーダコンサートJrパスツ
ア-J開催。

2000 題園地建事業評価監視委員 村:役場のダム反対の看板・ま表れ華客撤去。

会ダム中止の結論。 よいしよきとうむら:農業ボランティアによって fよいしよき

建設大尽ダム卒業中止発表。 とうむら」建設。徳島市で細川内ダム事業中止の祝賀会開儀。

2001 那賀川の課題と方向性を考え 村長選でC氏落選。

る会提言。 きとうむら:社有株を村民有志に譲渡。

「木頭村生きがい工房(太布工房)J完成。

2004 「木頭村の未来を考える会J発足。
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4. ま と め

細川内ダム反対運動は，消極的なダ、ム反対運動に始まり，地域住民による共通課題の把握を経て，

組織的反対運動になり， リコール運動によって，村議会を滋視するものとなり，ダム反対を公約に

掲げる村長を選出したことで，村をあげてのダム反対運動を起こし， rきとうむらJなどを介した他
組織・他者との協働によって，ダムに頼らない村づくりを行おうとする運動へと展開した。この展

開は，地域が自治の主体となるための過程だったと言えるだろう。

また，ダム反対運動の展縄は，ダ、ムによって引き起こされるであろう問題を，学習や協働を通じ

て鳴らかにしながら，自己を疎外することが予測されるダム建設に反対し，そのための実践を行う

ことで，自己疎外を克服し，主体形成を遂げていく過程でもあった。つまり，ダム反対運動の展開

は，偶人が主体形成をしようとする過程であり，地域が地域づくりの主体となる過程でもあったと

替える。

この運動の展開には，自治権を掲げてシステムを変革しようとする f黍直的Jな展開と，協働に

よって人間関係を構築するような「水平的jな展開という 2方向のベクトルがあった。これらは

いずれも，自己疎外を克服するものとして展隠されたが， r水平的jな運動展開によってもたらされ
る人間関係と様々な資源とを， r垂直的」な運動に反咲きせることで，自治の主体形成を可能にする
とともに，それらが相瓦補完的に作用することで，ダム計画を中止させるインパクトを与えあって

し、fこ。

ここで，偶人および地域の主体が，地域外と対抗関係にならなかったのは，地域内・地域開にお

いて協働が行われていたからであると考えられる。この協働の過程において， El己実現一棺互承認

が繰り返されることで，個人一組織…地域一村…国家という様々なレベルにおいて，運動の意義に

ついての合意が形成されていた。この合意を形成する過程において，体験知・地域知と科学知・専

門知が融合された「新たな知jや，地域の自然・文化・歴史が要図として必要だった。

つまり，細川内ダム反対運動は，ダ、ム建設や運動の意義について，協働の過程で合意を形成しつ

つ，主体を形成する過程をたどるという漆間により，世論が形成され，個人の利益・不満のための

遼動として渓関しなかったのである o

上記から，細川内ダム反対運動が夕、ム事業の見直しに至り得たのは， r住民自治Jr主体形成jを
日指す運動であったことと， r黍磁的Jr水平的JIこ運動を展開させたことだったと言える。さらに，
そのような運動展開のために，枠組みを「地域Jに設定し，体験知・地域知と科学知・専門知を融

合させたことや，地域の自然・文化・歴史を重視したこと，協働によってそれらを相互補完したこ

となどが，婆因として挙げられるだろう。

本事例は，地域住民が主体的に地域づくりを笑践できるようにする，住民自治の実現と，それら

を可能にするシステムづくりの可能性と，偶人が「より普く生きるjために，協働の過程を絞て主
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体形成していく可能性を示している。さらに，これらは相反するものではなく，協働によって人間

関係の構築と主体形成が促進され，相互補完的に展開していくことも示していた。

これらを踏まえ，今後の公共事業見直しをめぐる議論は，システムの改革委や，行政機構改革に関

する議論にとどまらず， r地域づくり」ゃ「主体形成jを含む共同の発展についての議論を含みなが
ら，進められる必要があるだろう。

i主

1 2000年国勢調査による o

2 鈴木敏工Erエンパワーメントの教育学i学文字土， 1999 
3 室議電工業大学丸山ゼミ配付資料「木頭村研究ノート」より。

4 起業者は，懇談会や説明会の開催の他，ダムサイトの調資機材運搬のために地権者に無断でモノレール

を設置したり，水没予定地の住民に対する生活相談準備所の開設，調盗事務所から工事事務所への格上

げ， 1県単補助事業のカット，土木業者に対する擦単毒事業指名取消などを行った。

5 木頭村によると 1990年から 1995年度の果発注工事の地域別受注額は，近隣町村では大総に増加してい

たのに対し，木頭村のみが約30%減少していたという。

6 r木頭へルシックjは，木頭村と f日本へルシックJ(笑馬町)が500万円ずつを出資し，村が設備費な
どの21!意3，800万円を償務負担して設立した第3セクターの会社。村氏を中心に 21入を雇用し，大豆(お

から)を原料にした菓子の製造販売で，濯用確保と大豆裁第による幾業振興を犯った。設立当初は「日

本へルシックJの受けた注文分を製造する下議tt会社だったが，その後，木頭村が50%以上の株を購入

し， rさとうむらjに名称を変更する。
7 会員約40名。会長は木頭村住民のD氏。 rJゲロJとは那紫JlIの清流に住んで、いると言われる怪物(i可愛)
で，このか、ロになろうという会長は，木頭村住民の他，徳島市民，北海道，東京，神奈川1，大阪，広島

など，全国に在住している orガロの会」の活動は， )11の清掃や土佐沖での鯨ウォッチングの他，写真教
室，患の観察，登山会，河原での食事会など，多岐にわたっている。 D氏lま「ガロの会」代表の他，石

鹸運動をそ子がけ，河JlIの汚染を妨ぐための活動も行っている。

8 rきとうむらjの直営庖「よいしょきとうむら」は， 1999年6月から，農業ボランティアによって山か
ら木材が切り出され，それらをつかって建てられた。この農業ボランティアには，全国から 200人を越

える取し込みがあった。「よいしょきとうむらJの庭内では fきとうむらJオリジナル商品の他，地域特

産品が奴売されている。

9 C氏は，木頭村の住民自治への挑戦の意義について，次のように述べている。「木頭村の「ダムに頼らな

い村づくりJが成功するかどうかは，木頭村だけの問題ではありません。全国には，過疎に悩み，ダム

建設の経済効巣にー緩の望みをかけざるをえない状況に追い込まれている地域が少なくありません。地

元の特産品を活かした「きとうむらJの経営が成功し，雇用と所得を増やして地域経済の発緩を支える

ことができれば，全国の過疎地て、地域振興を真剣に考えている人々を励まし，ダムによる自然破壊をく

い止める大きなカになるでしょう。j

10 rゆーずJの名称、は，木頭村の特産品である「柚子」や， rゆずりあうJrゅうづうしあうJIUSEJなど
の言言葉からつけられたorゅーず」には紙幣型の「お札」と fポイントカード」の2種類があり， rゆー
ずJ協力応で利用できる。 fゅーず」は「きとうむらj内の事務局が発行しているもので，柚子や農産物

の管理，努定，収穫などの作業料として， A業ランド木頭村(生産者ネットワーク)を通じて支払われ
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るほか，柚子の価格変動を調整する際にも支払われる。それまで「きとうむら」の協カ金支援者には，

協力金一口あたり年/300円分の「きとうむらJ商品券が送付されていたが，それを fゆーず」に変更

し， rきとうむらj株主にも株主配当が行えるまでの関，ーロあたり年/300円分の「ゆ…ずjを送付す
ることとなっている。特別発行手数料(10%)を払えば，現金を「ゅーずJと交換することもできる (1000

内→ 900us)。

11 rゅーず」を使って木頭村の人と文化に触れ，都会では経験できない「いなかぐらしJを楽しんでもら
おうというツアー。協カ底で「ゆーずJを実際に使うほか，農作業で「ゆーず」を稼ぐこともできる。

12 木頭村では，小中学校および中学校に併設されている寄宿舎での給食・食事を，木頭村学校給食共同調

理場で調理している。この共同調理場l土木頭村中学校寄宿舎に併設されているもので， 1 Bに小中学校

の生徒及ぴ教員分÷寄宿舎での朝夕食を含む約150食を務理している。この共同調理場で調理される給

食では，酢については，八宝菜以外のメニューで，木頭村の特産品である fゆず酢(ゆずの絞り1十)Jを

使用している。その他の材料についても，村内の業者(海底)が扱っている地元の食材を，給食用とし

て卸してもらう取り組みは行われているが，地元食材の優先的利用をより進めるため，共同務理場と農

家を取り持つ中間組織づくりを課題として取り級んでいる。
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